
 
 

第 2 事業の状況 

 

1 業績等の概要 

 令和 6 年度における 業績等の概要は次のと おり です。  

 

 ( 1)  一般会計 

   一般会計は、 賃貸住宅等事業をはじ めと する当公社の主要事業を経理する 会計であり 、 当公社の経営状況

は主に一般会計で表さ れます。  

  ① 賃貸住宅等事業の状況 

ア 管理事業 

( ｱ)  公社賃貸住宅等管理 

    a 住宅及び施設の管理状況 

   住宅及び施設の管理状況は、 公社住宅など 121 団地 20, 711 戸、 公益的施設( 店舗 10 件、 駐車場

155 件 16, 150 区画、 郵便局等 28 件) 、 賃貸土地等 19 件です。  

 

 ｂ 募集・ 契約状況 

 

○ 空家募集 

〔 先着順申込分〕  

 

種  別 募集期間 契約戸数( 戸)  

一般賃貸住宅( 併存住宅含む)  

随時 

1, 418  

高齢者向け優良賃貸住宅 141  

特定優良賃貸住宅 0  

合  計 － 1, 559  

 

 

   ( ｲ)  住戸改善事業 

a 門真団地等 301 戸について、 3 ヶ 所給湯化の住戸改善工事を実施し まし た。  

 

b 鴨谷台等 250 戸について、設備機器のリ ニュ ーアル等の住戸リ ノ ベーショ ン工事を実施し まし た。 

 

 

 

     ( ｳ)  修繕事業の執行状況 

公社賃貸住宅の修繕事業は、計画修繕( 外装吹替、塗装替、屋上防水等) 15 件、一般修繕( 経常修繕、

空家修繕等) 20, 935 件を実施し まし た。  
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イ  建替等事業     

( ｱ)  建替工事 

みのお団地、 金岡東・ Ｂ 団地では、 本体工事の着手に向けて仕様の見直し を行い、 事業者募集を

行いまし た。  

 

( ｲ)  建替等事業提案競技等 

井口堂団地では、 建替事業提案競技の再公募を実施し まし た。  

 

( ｳ)  保有地等の売却 

「 枚方市駅周辺地区第一種市街地再開発事業」 にあたり 、大阪府から の依頼で代行整備し た枚方土

木事務所倉庫兼駐車場用地を大阪府に売却し まし た。  

 

ウ  耐震化事業 

( ｱ)  耐震改修工事 

赤坂台団地では工事発注に向けて地元調整等に取り 組み、原山台Ｂ 団地では第二期耐震改修工事に

着手し まし た。  
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②家賃及び分譲割賦金の収納状況 

 

【 住宅等区分】  団地数等 戸数( 室数) 等 収納予定額 収納額 未収額 収納率 

 【 賃貸住宅等の家賃】              

 一般賃貸住宅 114 団地 18, 704 戸 10, 198, 630 10, 097, 964 100, 666 99. 0% 

 併存賃貸住宅 7 団地 312 戸 234, 150 232, 569 1, 580 99. 3% 

 
特定優良賃貸住宅 

( 公社建設型)  
1( 1) 団地 12 戸 11, 585 11, 585 0 100. 0% 

 高齢者向け優良賃貸住宅 24( 24) 団地 1, 683 戸 1, 801, 019 1, 794, 529 6, 490 99. 6% 

 公益的施設①( 駐車場)  152 件 16, 119 区画 1, 403, 052 1, 392, 000 11, 052 99. 2% 

 
公益的施設② 

( 店舗・ 郵便局等)  
38 件 

店舗 10 件、 郵便局 8 件、

会館 1 件、 保育所賃貸用

地 5 件、 派出所等 14 件 

481, 117 481, 117 0 100. 0% 

 賃貸土地等 19 件 172, 976 172, 232 744 99. 6% 

 計 

121 団地( 20, 711 戸)  

16, 119 区画 

209 件 

14, 302, 528 14, 181, 997 120, 532 99. 2% 

 

【 分譲住宅の割賦金】             

積立分譲住宅・ 一般分譲住宅 3 団地 20 戸 18, 960 18, 960 0 100. 0% 

【 合  計】  

124 団地( 20, 731 戸)  

16, 119 区画 

209 件 

14, 321, 488 14, 200, 956 120, 532 99. 2% 
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  ③ 決算の状況 

 

ア 貸借対照表 

 

         （ 単位： 百万円）  

科目 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度 

流動資産 15, 456 20, 493 20, 641 

固定資産 203, 784 203, 813 201, 703 

 賃貸事業資産 203, 448 203, 423 201, 219 

  事業用土地資産 0 0 0 

  その他事業資産 113 101 82 

 有形固定資産 91 171 278 

 無形固定資産 77 56 53 

 その他固定資産 290 296 304 

  貸倒引当金 △ 234 △ 234 △ 233 

資産合計 219, 240 224, 307 222, 344 

流動負債 9, 239 20, 490 13, 380 

固定負債 146, 319 137, 777 140, 704 

負債合計 155, 558 158, 267 154, 084 

資本金 31 31 31 

剰余金 63, 651 66, 009 68, 229 

資本合計 63, 682 66, 040 68, 260 

負債・ 資本合計 219, 240 224, 307 222, 344 
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   イ  損益計算書 

  

        （ 単位： 百万円）  

科目 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度 

事業収益 23, 152 21, 077 20, 954 

 分譲事業収益 3, 194 549 318 

 賃貸管理事業収益 13, 963 14, 382 14, 892 

 その他事業収益 5, 994 6, 145 5, 744 

事業原価 19, 759 17, 708 17, 875 

 分譲事業原価 2, 066 327 103 

 賃貸管理事業原価 11, 702 11, 250 12, 049 

 その他事業原価 5, 991 6, 130 5, 723 

一般管理費 998 1, 015 1, 012 

事業利益 2, 394 2, 354 2, 067 

その他経常収益 40 228 51 

その他経常費用 249 227 418 

経常利益 2, 184 2, 355 1, 700 

特別利益 1 112 395 

特別損失 369 109 189 

当期純利益 1, 816 2, 358 1, 906 
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2 経営改善等の取り 組みと 対処すべき 課題 

 

( 1)  経営改善の取り 組み 

① 府の「 財政再建プロ グラ ム( 案) 」 等 

府では、 平成 20 年 6 月に「 財政再建プロ グラ ム( 案) 」 を策定し 、 その中で、 出資法人が行っている すべて

の事業について改めてその必要性・ 効果を検証し 、 出資法人のあり 方を見直すこ と と さ れまし た。  

当公社に関し ては、 方向性は「 存続」 と さ れ、 その考え方と し ては、「 多額の債務を抱えている こ と から 、 建

替計画の見直し や人件費削減等の取り 組みによ り 計画的に債務の縮減を図り 、 経営改善を進める と と も に、

人的・ 財政的な府の関与を段階的に軽減し 、 自立化をめざす」 と 示さ れまし た。  

また、「 財政再建プロ グラ ム( 案) 」 の後継と し て、 平成 22 年 10 月に公表さ れた「 大阪府財政構造改革プラ

ン( 案) 」 においても 当公社の方向性は「 存続」 と 位置づけら れていま すが、 歳出改革における 個別の事業評

価・ 点検の中で「 新規貸付は、 平成 25 年度で終了。 建設戸数削減等によ り 貸付金の圧縮」 ( ※1)「 繰上償還時

は、 当該利子補給に係る 借入残高の圧縮について努力」 ( ※2)などの見直し が示さ れています。  

その後、「 大阪府財政構造改革プラ ン( 案) 」 の後継と し て、 平成 27 年 2 月に公表さ れた「 行財政改革推進プ

ラ ン( 案) 」 においても 、 当公社の方向性は「 存続」 と 位置づけら れ、「 府と し ては、 社会経済情勢の変化に伴

う 借入金利の動向などを注視し つつ、 公社における 家賃収入の確保や、 公社債の発行などの安定的かつ低利

な資金調達等によ り 、 経営改善への取り 組みが進むよ う 、 引き 続き 指導を行う 」 と 示さ れています。  

また、「 行財政改革推進プラ ン( 案) 」 終了後、「 自律的で創造性を発揮する行財政運営体制の確立」 に向けた

改革の取り 組みを継続する ため、 毎年度の府の取り 組みをまと めている「 大阪府行政経営の取組み」 におい

て指定出資法人の点検が実施さ れていますが、 令和 8 年 2 月に策定さ れた「 令和 8 年度の大阪府行政経営の

取組み」 まで、 毎年度、 当公社の方向性は「 存続」 と 位置付けら れています。 なお、 令和 8 年 2 月に策定さ

れた「 令和 8 年度 大阪府行政経営の取組み」 の中では、「 賃貸住宅事業の収益向上や、 公社債の発行など安

定的かつ低利な資金調達によ る 収支改善に努め、 借入金残高の縮減を進める 」 と 示さ れています。  

( ※1) 府から 低利で借り 入れている 老朽化し た公社賃貸住宅の建替資金 

( ※2) 当該借入金については、 民間金融機関から の借入金で府から 利子補給を受けています。  

利子補給と は、 当公社が府から 低利で借入れていた賃貸住宅建設資金を平成 21 年度末に民間金融機関の資金に借換えたこ と に伴

い発生し た手数料及び利子の差額に対する 府から の補助で、 令和 3 年度で終了し まし た。  
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②「 将来ビジョ ン 2050」 の策定 

当公社では、 経営理念を「 笑顔のく ら し を！変革し 続ける企業」 と 定めており 、 その経営理念を具体化し た

長期ビジョ ンと し て、 令和元年 12 月に「 将来ビジョ ン 2050」 を策定し まし た。  

「 将来ビジョ ン 2050」 は、 笑顔のく ら し の実現に向け、 今後予測さ れる経営環境の変化へ備える と と も に、

さ ら なる 経営基盤の強化を図り ながら 、こ れから 先のめざす将来像と その実現に向けた方向性などを描き 示

し 、 時代の変化へ柔軟に対応し ながら 新たな価値を創造する こ と を目的と し ており 、 持続可能な開発目標

( SDGs) の実現をめざし ています。  

 

〔 公社がめざす将来像〕  

１ ． く ら し “ 生涯住み続けら れる ” 住環境の実現 

ニーズにあった住まい・ 共用部・ 外構空間・ サービス、 やり がいづく り の創出など、 一人ひと り の生活に

寄り 添う く ら し づく り をめざし ます。  

① 生涯住み続けら れる 環境づく り  

② 快適な住まい・ 適応力のある 住まいの供給 

③ つながり や生涯活躍、 孤立のない環境づく り  

 

２ ． まち“ 住まう 価値” が持続するまちづく り の実現 

先進性のある 新たな事業を展開し 、 価値のある まちづく り をめざし ます。 また、 社会状況の変化に応じ て

柔軟に「 まち」 の再編を可能と し たまちづく り をめざし ます。  

① 複合機能を持つまちづく り  

② エリ ア内で循環でき るまちづく り  

③ 生活に不便を感じ ないまちづく り  

 

３ ． 社会“ 日本の将来をリ ード する団地” と し て社会的課題を解決 

社会（ 世の中） を変える技術・ 仕組み・ サービスなどの検討をいち早く 行い、 積極的に採用する こ と で社

会的課題を解決し 、 日本の将来をリ ード する 団地をつく っていく こ と をめざし ます。  

① 多様な人が安心・ 充足する 住まいと く ら し づく り  

② 誰も が社会参加でき る共生社会の仕組みづく り  

③ ダブルケア（ 親の介護と 子育て） などの家族を支える 環境づく り  

 

〔 団地活用の考え方〕  

１ ． 建替え等によ る 新し い価値の創造 

２ ． スト ッ ク の長期有効活用 

３ ． 団地で地域・ まちを活性化 

 

〔 事業方針〕  

１ ．“ 住宅” の供給から “ 生活” の提供へ 

２ ．「 団地」 から 「 地域・ まち」 へ 

３ ． 公社単独から パート ナーシッ プへ 
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③「 中期経営計画（ 令和 4 年度～令和 13 年度）」 の策定 

平成 24 年度に策定し た「 経営計画（ 平成 24 年度～令和 3 年度）」 では借入金の縮減を重点目標と し て経営

改善を行ってき まし た。 一方で、 借入金の縮減を優先し たこ と によ り 、 公社賃貸住宅スト ッ ク への投資は抑

制さ れ、設備等の老朽化や時代のニーズへの対応の遅れによ る 空家の増加など負の影響も 危惧さ れる 状況に

あり まし た。 こ のため、 令和 2 年度には「 大阪府住宅供給公社における今後の事業検討委員会」 において、

「 経営計画（ 平成 24 年度～令和 3 年度）」 の成果と 問題点を検証する と と も に、 今後の事業展開の在り 方に

ついて検討さ れまし た。  

 「 経営理念」、「 将来ビジョ ン 2050」、上記「 大阪府住宅供給公社における 今後の事業展開 意見書」 を元に、

「 住まう ・ ビジョ ン大阪」 等の府の関連指標を踏まえ、 府の住宅・ まちづく り 政策への貢献と 自立し た経営

体の確立に向け、 取り 組みを推進するため「 中期経営計画（ 令和 4 年度～令和 13 年度）」 を令和 4 年 4 月に

策定し まし た。  

 

 

〔 経営のスタ ンス・ 考え方〕  

 「 将来ビジョ ン 2050」 に掲げる ” 公社がめざす将来像” の実現に向け、 安定し た事業運営のための投資を

行い、 公的機関と し ての役割を果たすと と も に経営基盤の強化を進める こ と で、 企業の社会的・ 経済的価値

のさ ら なる 向上を図り 、 全ての事業活動を通じ て SDGs の実現に貢献し 、 安心・ 快適で新たな日常に対応し

た住まいを実現し ます。  

 

〔 経営の基本方針〕  

Ⅰ 大阪府の住宅・ まちづく り 政策への貢献 

 １ ． 住宅スト ッ ク や民間の力を活かし 、 社会の変化に応じ た暮ら し 方を提供 

  （ １ ）  誰も が暮ら し やすい環境整備 

    ・ フェ アハウジングの推進、 アフォーダブル住宅の供給によ る 居住の安定確保 

    ・ 働き 方やラ イ フスタ イ ルの変化、 テレワーク の進展のニーズ等に対応し た居住環境の実現 

（ ２ ）  地域のまちづく り と コ ミ ュ ニティ 活性化 

    ・ 地域に必要な施設の導入等、 地域のまちづく り へ貢献 

  （ ３ ）  良質な住宅スト ッ ク の形成 

    ・ 良質な賃貸住宅の供給と 、 安定し た賃貸経営を図る ため、「 スト ッ ク 活用計画( R4～R13) 」 に基 

づき 実施 

 

   ２ ． 公的機関と し て信用力を活かし た住宅・ まちづく り 施策の推進 

     （ １ ）  住宅確保要配慮者の居住支援 

           ・「 Osaka あんし ん住まい推進協議会」 を大阪府と 共に事務局と し て運営 

           ・ 居住支援の取り 組みの発展（ 居住支援法人と の連携等）  

（ ２ ）  分譲マンショ ンの管理の適正化 

           ・「 大阪府分譲マンショ ン管理・ 建替えサポート システム推進協議会」 の構成団体と し て支援 

           ・ 施策の実施主体である 市（ 市域）・ 大阪府（ 町村域） を通じ た支援（ 修繕に関する 企画又は実施

の調整に関する 業務等）  
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   ３ ． 知識と 経験を活かし た住宅・ まちづく り 施策の推進 

     （ １ ）  技術力を活かし た市町村から の受託業務 

       ・ 市町営住宅等の建替えや維持管理など、 公共施設の老朽化に対応する 技術職員が不足し ている  

市町村への支援方策の検討 

（ ２ ）  府営住宅の計画修繕業務（ 管理代行制度）  

       ・ 長年の技術と 経験の蓄積を活かし 、 大阪府内すべての府営住宅の計画修繕を適正に実施 

（ ３ ）  その他受託業務の拡大 

       ・ 府（ 市） 営住宅や府（ 市） 有施設の建替・ 改修等の工事監理・ 建築設計業務 

       ・ 高齢者向け優良賃貸住宅の審査業務（ 大阪府から 受託）  

 

Ⅱ 自立し た経営体の確立に向け、 さ ら なる 経営基盤等の強化 

１ ． 経営・ 財務基盤の強化 

 （ １ ）   経営基盤の強化 

   ・ 住宅稼働率の向上や新たな収益確保によ り 、 安定し た経常利益を確保 

（ ２ ）   財務基盤の強化 

   ・ 借入金残高の縮減、 格付け【 AA-】 の維持 

   ・ SDGs 債や SDGs ロ ーンなど、 社会的課題の解決等に向けた資金の調達 

 

２ ． 組織体制の強化・ 人材戦略 

 （ １ ）   組織体制の強化 

   ・ 直轄部門の事業展開と 新たな事業領域に合わせ、 組織体制を強化 

   ・ 相乗効果を生み出す柔軟かつ機動的な組織体制を追求 

（ ２ ）   人材戦略 

   ・ 活力と 多様性に富む人材ポート フォリ オの構築 

   ・ 自律型人材の育成・ キャ リ ア支援と 「 働きがい」 の向上 

 

３ ． ESG経営 

（ １ ）  環境負荷の低減 

  ・ SDGs への貢献や脱炭素社会の実現に向け、 環境に配慮し た事業活動を推進 

（ ２ ）  連携事業の推進（ パート ナーシッ プ）  

  ・ 市町等の行政、 事業者、 大学、 NPO等と の連携事業を推進し 、 新たな価値を創出 

  ・ 連携デスク （ 部署横断型の一元窓口） を設置し 、 各部署と 共に取り 組みを推進 

（ ３ ）  広報活動（ コミ ュニケーショ ン）  

  ・ 様々なステーク ホルダーと の双方向のコ ミ ュ ニケーショ ン 

  ・ コ ーポレート ブラ ンド 価値のさ ら なる 向上 

（ ４ ）  働き 方改革の推進 

  ・ 職員が心身と も に健康で、 多様な人材が能力や個性を最大限発揮でき る 職場環境づく り を推進 

  ・ 健康経営やワーク ・ ラ イ フ・ マネジメ ント の推進 
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 （ ５ ）  DX（ デジタ ルト ラ ンスフォ ーメ ーショ ン） の推進 

   ・ 新技術の導入等のデジタ ル化によ る 入居者サービスの向上と 職員の働き方の改革 

 （ ６ ）  内部統制の強化 

   ・ 公正な職務の執行、 情報の保存と 管理、 危機管理、 財務の信頼性を確保する 体制を確立 

 

〔 数値目標（ 重点）〕  

成果測定指標 目標 主な施策 

① 管理戸数の適正化 2 万戸以下（ R13）  ・ スト ッ ク （ 団地） の再編等 

② 耐震化率の向上 95%（ R7）  97%（ R13）  ・ 耐震改修 

③ 住宅稼働率の維持 92％以上（ R13）  
・ 営業力の強化、 効果的な広告 

・ お客様満足度の向上 

④ 経常損益 黒字（ 利益） を確保 
・ 賃貸住宅事業の収益向上 

・ 新たな事業領域での活動 

⑤ スト ッ ク への投資 約 250 億円（ R4～R13）  ・ 建替え、 長期有効活用、 耐震改修 

⑥ 借入金残高の縮減 
1, 200 億円以下 （ R8）  

1, 100 億円以下（ R13）  

・ 安定的で有利な資金の確保 

・ SDGs 債によ る 資金調達 
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【 参考： 当公社における経営改善に向けたこ れまでの取り 組み等】  

◇『 新経営計画( 平成 16 年 9 月策定) 』  《 計画期間： 平成 16 年度～23 年度》  

経営改善計画( 平成 13 年) の見直し を行い、 引き 続き 、 自主努力を基本に経営改善に取り 組む。  

 

( 基本的な考え方)  

  ○ 公社の経営全般にわたる 経営計画と する 。  

  ○ 今後の公社の役割と 事業展開、 経営改善の取り 組みを示す。  

  ○ 経営の見通し を損益・ 資金収支の予測、 財務状況の推移で示す。  

 

( 経営改善の取り 組み)  

  ○ 公社資産の有効活用  

○ 経営の合理化・ 適正化  

○ 事業資金コスト の軽減 

 

◇『 新経営計画の検証と 対策( 平成 18 年 11 月策定) 』  《 計画期間： 平成 18 年度～23 年度》  

経営環境の変化を踏まえ、 現計画の検証を行い、 経営安定化に向けた対策を明ら かにする 。  

 

( 対策の考え方)  

○ 検証の結果、「 借入金の着実な縮減」 を改善目標に追加し 、 総合的な対策を実施。  

〔 経営改善の更なる 取り 組み〕  

・ 賃貸住宅事業収支の改善  

・ 借上特定優良賃貸住宅の収入等の確保 

・ 建替計画の見直し  

 

◇「 大阪府住宅供給公社のあり 方検討会」 の提言( 平成 19 年度)  

 

( 役割)  

① 潜在的な需要はあるが、 市場が十分に拡大し ていないため、 民間が乗り 出すにはリ スク が大き いも

の( 市場の誘導・ 先導)  

② 子育て向け賃貸住宅の供給など、 現状においては、 市場では十分対応でき ないも の ( 市場の補完)  

③ 公的な信用力があれば、 効率性が増すサービス( 信用性)  

④ 公共団体が自ら 実施する よ り も 外部化し た方が効率性が増すも の( 行政の補完)  

 

( 経営形態のあり 方)  

  ○ 踏まえる べき 事項 

・ 今後、府のまちづく り 政策と の関係や団地スト ッ ク の再生、活用の観点から 役割を担っていく べき 。  

○ 経営形態のあり 方 

・ 当面、 税制上の特別措置や公益法人と し ての信用力など、 現在の公社形態の利点を最大限活かし な

がら 、 府民へのベネフィ ッ ト の提供と 、 更なる経営改善によ る 自立化をめざすべき 。  

○ 今後の取り 組み 

・ 事業収支の確保、 経営指標の向上、 借入金の縮減に向け、 賃貸住宅の中期的な管理計画を策定し 、

段階的に適正な事業規模に移行すべき 。  

・ オフバラ ンス手法など建替事業への民間資金や企画力の活用や、 投資効果を高める アセッ ト マネジ

メ ント 機能の確立など民間経営手法の導入を積極的に図る べき 。  
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( 組織のあり 方)  

○ 自立的で機動的な経営や事業運営が可能な組織と なる よ う 、 次の観点から 大胆かつ具体的な組織改革

に取り 組むべき 。  

  ・ 経営戦略性や企画力の向上 

  ・ 機動的な事業遂行力の確保 

  ・ 組織の柔軟性や人材の確保 

  ・ 組織の効率化や業務の外部化 

 

◇「 自立化に向けた 10 年の取り 組み」 ( 平成 20 年 6 月策定)  《 計画期間： 平成 20 年度～29 年度》  

   資金調達力や経営企画力を備えた、 自立し た経営体と なるこ と をめざす。  

○ 両輪と なる 計画を策定し 、 市場の誘導や府施策の補完と いった公的機関の役割を最大限果たし つつ、

経営改善に取り 組む。  

 

  ( 両輪と なる 計画)  

①「 賃貸住宅中期管理計画」： 賃貸住宅事業について、 経営の観点から 建替計画を抜本的に見直し 、 経営

効率を重視し つつ政策課題に対応し た管理を行う 。  

②「 組織自立化推進計画」： 当公社が経営体と し て自ら の力を発揮でき る 効率的で機動的な組織づく り に

取り 組む。  

 

◇「 経営計画（ 平成 24 年度～令和 3 年度）」（ 平成 24 年 4 月策定、 平成 29 年 4 月改定）  

 

（ 経営計画の概要）  

平成 24～29 年度の戦略  

自立し た経営体をめざし 、 借入金残高 1, 500 億円以下と する 目標に向け財務体質の改善を優先 

平成 29 年度以降の戦略  

   引き 続き 財務体質の改善を進める と と も に、 団地再生事業や平成 30 年度から 再開する 建替事業、 耐震化目 

標を踏まえた計画と する 。  

 

（ 計画への取り 組み）  

平成 29 年度末の借入金残高を 1, 500 億円以下と する 目標を堅持し 、 令和 3 年度末の借入金残高の 

目標を 1, 400 億円以下と する 。  
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( 2)  管理事業等の最適な運営 

① 公社住宅資産の活用 

公的機関と し て求めら れている 役割を果たすためには、 将来にわたり 安定的な賃貸住宅経営を行う こ と が

必要であるこ と から 、賃貸住宅スト ッ ク の今後 15 年間を見通し て、建て替えや改善等によ り 、 多様なニー

ズや時代の要請に的確に対応し 有効活用し ながら 賃貸住宅経営の安定を図る ための基本と なる 計画と し て

「 スト ッ ク 活用基本計画」 を平成 25 年度に策定し まし た。  

また、 本計画に基づき 、 平成 27 年 6 月に、「 スト ッ ク 再編計画」、「 耐震化計画」、「 長期有効活用計画」 か

ら なる 、「 スト ッ ク 活用実施計画」 を策定し まし た。  

そし て、 令和 4 年 4 月に「 スト ッ ク 活用実施計画」 の見直し に併せて「 スト ッ ク 活用基本計画」 と の一本

化を図った「 スト ッ ク 活用計画」 を策定し まし た。 本計画のスト ッ ク 活用の方向性に基づき 、 スト ッ ク の

建設年次や耐震性の有無によ り 「 スト ッ ク 再編」 と 「 長期有効活用」 に分類し 、 さ ら に「 長期有効活用」

においては、「 耐震化」、「 機能向上」、「 維持保全」 に分類し 、 それぞれの観点から 、 長期的な視点によ り 安

定的な経営を図る と と も に、 適切な事業の実施に取り 組みます。  

 

② 府営住宅計画修繕業務の受託 

府の計画修繕実施基準に基づいて実施し てき た府営住宅計画修繕業務については、 府営住宅の性能を維持

し 、 劣化を予防、 かつ最小限に抑え、 常に良好な状態を保つため、 平成 18 年度よ り 公営住宅法に基づき 受

託し ており 、 現在の管理代行制度のも と での契約期間は令和 7 年度から 11 年度の 5 年間と なっています。 

 

  ③ 公社賃貸住宅稼働率の維持・ 向上 

   令和 4 年 4 月に公表し た「 中期経営計画( 令和 4 年度～令和 13 年度) 」 に基づき 、 府の政策を補完する 役

割を担いつつ、 資金調達力や経営企画力を備えた自立し た経営体をめざし て様々な取り 組みを進め、 特に

お客様に対する サービスの向上や効果的な入居促進策の展開、 リ フォームによ る 居住・ 設備水準の向上な

どによ り 、 稼働率の維持・ 向上に努めています。  

   今後についても 、 お客様のニーズに沿った対策をソ フト ・ ハード の両面で実施し 、 更なる 空家解消、 稼働

率の維持・ 向上に努めます。  

 

( 3)  府によ る 損失補償について 

当公社の借入金は、 民間金融機関等から の借入金に対し ては、 一部を除いて府によ る 損失補償が付与さ れ

ています。 こ れは、 当公社が府の 100％出資によ り 設立さ れた指定出資法人であり 、 府の住宅まちづく り

政策に沿った事業を推進し ている こ と によ る も のです。  

損失補償に対する 国の見解と し て、平成 21 年 6 月に総務省から 地方公共団体宛に通知さ れた「 第三セク タ

ー等の抜本的改革等に関する 指針」 において、 地方公共団体は、「 損失補償」 を行っている 第三セク タ ー等

( 地方住宅供給公社含む) が経営破たんし たと き には、 当初予期し なかった巨額の債務( 財政負担) を負う リ

スク があるこ と から 、既存の損失補償債務で他の方策によ る 公的支援に移行する こ と が困難であり 、かつ、

当該債務の借換えに際し 、 損失補償の更新が不可欠と 認めら れる と き など特別な理由がある と き 以外は、

第三セク タ ー等の資金調達に関する 損失補償は行う べき ではなく 、 他の手段によ る 方法を検討すべきであ

る と し ています。  

当公社においては、 今後と も 府の住宅政策の一翼を担う 公的機関である こ と から も 過去の民間金融機関等

の借換えに伴う も のに限り 、 引き 続き 府の損失補償が付与さ れる 予定です。  
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3 事業等のリ スク  

  

当公社が行う 事業活動において、今後リ スク 要因と なる 可能性のある 主な事項を以下のと おり 記載し ています。

記載し た事項の中には、 貸借対照表上、 引当金の計上を行う など決算書に反映し ている も のだけでなく 、 必ず

し も リ スク 要因に該当し ない事項についても 、 投資判断ある いは当公社の事業活動を理解する 上で、 重要と 考

えら れる 事項については、 投資家に対する 積極的な情報開示の観点から 記載し ています。  

なお、 以下の記載事項のすべてが本債券への投資に係る リ スク 全般を網羅し ている も のではあり ませんので、

こ の点にご留意く ださ い。 本項における 将来に関する 事項は、 別段の表示がない限り 、 本説明書作成日( 令和 8 

年 6 月 4 日) 時点において判断し たも のです。  

  

( 1)  当公社の業績の変動要因について 

当公社の業績は、一般的な外部経済要因に影響を受けるほか、家賃水準や地価等の変動の影響を受けます。    

当公社は、 賃貸事業収益等によ り 借入金を縮減する こ と で更なる 経営の安定化を図り 、 こ れら 社会経済情

勢の変動にも 適切に対応し ていく こ と と し ています。  

 

( 2)  事業等にかかる 法律事項等について 

   当公社は、 公社法に基づき 設立さ れた府の住宅まちづく り 政策の一翼を担う 公的機関である ため、 府の政

策が当公社の事業運営に影響を与える 可能性があり ます。 また、 当公社の事業運営については、 公社法に

基づく 認可、 承認等の定めに従う 必要がある ほか、 府によ る 監督等を受ける こ と と さ れています。  

   事業等にかかる 法律事項等についての詳細は、 本説明書の「 第 1 法人の概況 3 事業の内容 ( 5) 日本

政府及び府と の関係について」 をご参照く ださ い。  

 

( 3)  管理事業等のリ スク について 

府営住宅計画修繕業務の受託は、令和 11 年度に府から の受託契約期間が満了し ます。府の政策等によ って 

は 12 年度以降の受託ができ ない可能性があり ますが、 受託でき ない場合は、 業務の内製化や人員の配 

置転換によ る 事務の効率化を図る 等、 経営に与える影響は軽微である と 考えています。  

 

( 4)  耐震化について 

昭和 56 年 5 月以前に設計さ れた公社賃貸住宅については、 現行の建築基準法が必要と し ている 耐震性能

を満たし ていない可能性があるこ と から 、平成 22 年度において、対象住宅における 耐震診断を実施し 、23

年 4 月に診断結果を公表し まし た。  

その結果を踏まえ、 現行の耐震基準に満たないと 判定さ れた、 118 棟 5, 033 戸について、 耐震性の向上に

向けた取り 組みを進めるために「 耐震化の基本方針」 を平成 24 年 4 月に公表し まし た。 30 年度から の建

替事業再開で、 建替え、 集約及び経営廃止によ る 再編計画と 合わせた耐震化の取り 組みを実施し 、 令和 4

年度末の耐震化率 92％の目標を達成し まし た。  

また、 令和 4 年 4 月に策定さ れた「 スト ッ ク 活用計画」 において、 今後の耐震化の実施方針と し て、 府の

「 住宅建築物耐震 10 ヵ 年戦略・ 大阪( 大阪府耐震改修促進計画) 」 で定めら れた新たな耐震化率目標を踏ま

えた新たな耐震化の目標である令和 7 年度末の耐震化率 95％を達成し まし た。 さ ら に 13 年度末までに耐

震化率 97％をめざし ます。 なお、 耐震改修等の事業費は今後の収支計画に一定程度を見込んでいますが、

事業費の見直し 等によ り 当公社の財政状態に影響を与える 可能性があり ます。 ただし 、 耐震改修等の実施
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にあたっては、 国等の補助金制度の活用や耐震化工法の工夫等によ り 工事費の縮減を図っていき ます。  

 

( 5)  資金調達の状況 

当公社の資金は、 府、 民間金融機関、 府の出資法人等によ る グループファ イ ナンス 

( ※) 、 社債によ り 調達し ています。 こ のう ち、 府から の借入金は借入期間が 50 年間と 長期で安定し た資金

と なっています。 また、 府借入金は低利( 年利 0. 5％) である こ と から 、 当公社の経営改善に大き く 寄与し

ています。  

一方、 出資法人等によ る グループファ イ ナンスは、 府によ る 出資法人の見直し や、 運用する 出資法人の資

金環境の変化等によ り 、 資金調達額が一部変動する 場合があり ます( 令和 8 年度には約 25 億円の借換えの

予定。 ) 。 また、 民間金融機関から の借入期間は 5～25 年ですが、 令和 8 年度については借換えの予定はあ

り ません。 社債については、 令和 8 年度は 10 月に 90 億円の満期一括償還の予定があり ます。  

引き続き 、 民間金融機関等の間接市場から の資金調達のほか、 市場公募債によ る 債券の継続的な発行を行

い、 更なる資金調達の多様化・ 安定化をめざし ていき ます。  

また、 金融市場環境や当公社を取り 巻く 事業環境の変化によ り 資金調達が困難になるリ スク に備え、 今後 

   も 着実に借入金残高の縮減を図り ます。  

( ※) 府の出資法人等の資金効率の向上を図り 、 経営の改善を進める ため、 出資法人等をグループ化し 、 こ のグループ間で資金運用・ 調達

を行う も のです。  
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4 経営上の重要な契約等 

 

( 1)  民間金融機関によ る抵当権設定 

   建替事業に伴う 資金と し て、 民間金融機関から 借入を行っており 、 建替後の住宅( 土地・ 建物) に対し て抵

当権の設定を行っています。  

 

( 2) 公正証書の作成について 

   府の出資法人に係る 債権管理強化の一層の推進を図る 観点から 、 平成 22 年 5 月 31 日付「 大阪府債権管理

適正化指針」 が改正さ れ、 府が出資法人と 金銭消費貸借契約を締結する 際には、 強制執行承諾条項を盛り

込んだ公正証書の作成が必要と なり まし た。  

   こ れを受け、 平成 22 年度以降の府から の借入金については公正証書を作成し ています。  
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5 財政状態及び経営成績の分析 

 

( 1)  経営成績の変動について   

令和 4 年度から 令和 6 年度の決算について、 当公社の主要な事業である 賃貸事業収入は、 入居促進対策等

によ る 高い稼働率に支えら れ、 堅調に推移し ています。  

また、 支出については、 エネルギー価格の上昇や資材の高騰によ り 、 修繕費等が増加し ていますが、 借入

金の縮減によ る 利息の軽減、 組織の見直し などによ る 人件費等コ スト 削減を図っています。  

 

① 令和 4 年度決算 

令和 4 年度決算における 事業収益については、 分譲事業収益において活用地の売却等によ る 前年度比 27 億

円の増収、 その他事業収益においては、 府営住宅計画修繕受託の増加によ る 前年度比 1. 4 億円の増収と なっ

ています。 府営住宅の指定管理会計は令和 3 年度をも って終了し まし た。  

  事業収益の合計は前年度比 29 億円の増収、 事業原価は前年度比 16 億円の増加と なっており 、 事業利益は前

年度比 12 億円増の 24 億円と なっています。  

  なお、 当期純利益は前年度比 12 億円の増益の 18 億円と なっています。  

 

② 令和 5 年度決算 

  令和 5 年度決算における 事業収益については、分譲事業収益において活用地の売却の減少によ る 前年度比 26

億円の減収、 賃貸管理事業収益においては、 住宅稼働率の向上や耐震化事業における補助金等によ る前年度

比 4 億円の増収、 その他事業収益においては、 府営住宅計画修繕受託の増加によ る 前年度比 2 億円の増収と

なっています。  

  事業収益の合計は前年度比 21 億円の減収、 事業原価は前年度比 21 億円の減少と なっており 、 事業利益は前

年度と 変わら ず 24 億円と なっています。  

  なお、 当期純利益は前年度比 5 億円の増益の 24 億円と なっています。  

 

③ 令和 6 年度決算 

令和 6 年度決算における事業収益については、 賃貸管理事業収益においては、 住宅稼働率の向上や耐震化事

業における補助金等によ る 前年度比 5 億円の増収、 分譲事業収益において活用地の売却の減少によ る前年度

比 2 億円の減収、 その他事業収益においては、 府営住宅計画修繕受託の減少によ る 前年度比 4 億円の減収と

なっています。  

  事業収益の合計は前年度比 1 億円の減収、 事業原価は前年度比 2 億円の増加と なっており 、 事業利益は前年

度比 3 億円減の 21 億円と なっています。  

  なお、 当期純利益は前年度比 5 億円の減益の 19 億円と なっています。  
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           （ 単位： 百万円）  

  令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度 

事業収益 23, 152 21, 077 20, 954 

   う ち賃貸住宅管理事業収益 13, 963 14, 382 14, 892 

事業利益 2, 394 2, 354 2, 067 

経常利益 2, 184 2, 355 1, 700 

当期純利益 1, 816 2, 358 1, 906 

 

( 2)  重要な会計方針の変更について 

 ① 資産の再評価 

   平成 14 年度に賃貸事業資産の土地及び事業用土地資産について「 土地の再評価に関する法律」 の主旨によ

り 再評価を実施し 、 再評価差額金を資本の部に計上し まし た。  

 

② 資産価額の適正化の実施 

  平成 16 年度に地方住宅供給公社会計基準において、特別措置と し て「 地方住宅供給公社に係る 資産価額の

適正化実施基準」 が制定さ れまし た。 平成 14 年度に「 資産の再評価」 を行わなかった、 箕面止々呂美団地

の再評価を実施し 、また、特定優良賃貸住宅( 民間借上型) の翌期以降 3 年分の損失見込額を計上し まし た。  

なお、資産価額の適正化に伴い、「 剰余金計算書」 において計上し ていた再評価差額金を貸借対照表の資本

の部の資本剰余金に振り 替えまし た。  

 

③ 「 減損会計」 の導入について 

 平成 17 年度に企業会計において「 固定資産の減損に係る会計基準」 が導入さ れたのを受け、地方住宅供給

公社においても 、 公的サービスを安定的・ 継続的に提供し ていく こ と を責務と する 公的機関であり 、 利害

関係者に対し て公社の経営状況や財務状況について適切な情報提供を行う こ と が重要である と の観点か

ら 、 同年度に減損会計が導入さ れまし た。  

 当公社の令和 6 年度末までの賃貸住宅資産の減損損失の累計額は建物等の合計約 59 億円と なっています。

また、平成 18 年度決算において、地方住宅供給公社会計基準に基づき 、特定優良賃貸住宅( 民間借上型) の

管理終了までの損失見込額( 平成 20 年度～令和 2 年度) 約 183 億円を減損損失と し て一括計上し 、 更に平

成 22 年度決算で約 2 億円、 平成 23 年度決算において約 1 億円を計上する 会計処理を行いまし た。  

 平成 23 年度決算においては、 土地信託勘定に含まれる 土地及び建物について現時点における 公正価値を

見積り 、当該資産額( 減価償却累計額控除後) と 公正価値見積額と の差額約 32 億円を、減損損失に計上し ま

し た。 また、 平成 29 年度決算では、 平成 29 年度末で信託期間が満了し 、 平成 30 年度にその財産を受け入

れる ため、減価償却の精緻化によ る 不足額と 、鑑定評価によ る 簿価と の乖離額の合計 22 億円を計上し まし

た。  

 

 ④ 会計上の変更及び誤謬に関する 会計処理( 会計方針の変更) について 

   地方住宅供給公社法会計基準の改定( 平成 24 年 3 月 15 日施行) に基づき 、 平成 23 年度決算から 「 会計上

の変更及び誤謬の訂正に関する 実務指針」 によ り 、 会計処理を行っています。  
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第 3 設備の状況 

 

1 設備投資等の概要 

 

○ 新規竣工物件 

令和 6 年度に竣工し た賃貸事業資産はあり ません。  

 

2 主要な設備の状況 

 

○ 主な賃貸事業資産(令和 6 年度末)   

 

区分 
建 物 等 土  地 

戸数( 戸)  簿価( 百万円)  面積( ㎡)  簿価( 百万円)  

一般賃貸住宅 18, 704 52, 155 1, 240, 000 101, 310 

併存賃貸住宅 312 81 0 0 

特定優良賃貸住宅( 公社建設型)  12 248 1, 050 105 

高齢者向け優良賃貸住宅 1, 683 18, 406 85, 888 10, 982 

賃貸店舗 9 施設 2, 113 15, 305 999 

賃貸土地等 - - 114, 382 9, 688 

合 計 -          73, 003   1, 456, 625         123, 085  

 

 

 

 

3 設備の新設、 除却等の計画 

 

令和 8 年度の賃貸住宅等建設事業の計画は以下のと おり です。  

 

( 1)  一般会計 

① 一般賃貸住宅 

ア 令和 8 年度新規建設工事 

団 地 名 所在地 住宅区分 予定建設戸数 

みのお・ みのお B・ みのお C 箕面市 一般賃貸住宅 162 

金岡東・ 金岡東 B 堺市 一般賃貸住宅 170 

井口堂・ 井口堂 B 池田市 一般賃貸住宅 52 

計 - - 332 
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第 4 法人の状況 

 

1 資本金残高の状況 

 

○ 一般会計 

                                                            ( 単位： 百万円)  

区  分 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度 

当期受入額 - - - 

年度末残高 31 31 31 

          ※ 資本金は全額府の出資によ り ます。  

 

2 役員の状況 

 

( 1)  役員の定数及び任期 

   公社法第 11 条で、公社に役員と し て理事長、理事及び監事を置く こ と と さ れています。また、公社法第 14

条において、 役員の任期は 4 年をこ える こ と ができ ず、 再任さ れる こ と ができ る 旨が規定さ れています。  

なお、 公社法第 5 条において、 役員の定数、 任期等については各公社が定款で規定し なければなら ないこ

と と さ れています。  

   当公社においても 、 定款第 6 条及び第 9 条で、 役員の定数及び任期について次のと おり 定めています。  

 

役   職 定   数   等 任   期 

理 事 長 
副 理 事 長 
常 務 理 事 
理 事 
監 事 

1 名 
理事のう ち 2 名以内 
理事のう ち 3 名以内 
10 名以内( う ち 6 名以内は常任)  
2 名以内( う ち 1 名は常任と でき る )  

3 年( 再任さ れる こ と ができる )  
※ただし 、補欠の役員の任期は、前任者の残任 

期間と する 

 

( 2)  役員の任命 

   公社法第 13 条によ り 、 役員のう ち理事長及び監事は大阪府知事が任命する こ と と さ れています。  

また、 理事は理事長が任命する こ と と さ れています。   
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( 3)  役員の状況  

                                     ( 令和 8 年 4 月 1 日時点)  

役   職 
 

就任年月日 
 

 
氏    名 

 
摘  要 

理 事 長 令和 8 年 4 月 
 

芳本 竜一 
 

前大阪府議会事務局長 

常務理事 
 

令和 3 年 7 月 
 

 
桑野 正孝 

 
前大阪府人事委員会事務局長 

常務理事 令和 6 年 4 月 木田 行信  

理   事 
( 非常勤)  

令和 7 年 8 月 
 

泉    薫 
 

弁護士 

理  事 
( 非常勤)  

令和 7 年 8 月 
 

加茂 みどり  
 

追手門学院大学 教授 

理   事 
( 非常勤)  

令和 8 年 4 月 
 

中岡 正憲 
 

大阪府 都市整備部 住宅建築局長 

監  事 

( 非常勤)  
平成 28 年 8 月 

 
松元 貞人 

 
公認会計士 
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3 コ ーポレート ・ ガバナンスの状況 

 

当公社のガバナンス体制は、 大き く ( 1) 法に基づく も の、 ( 2) 府によ る 指導、 監督等、 ( 3) 内部管理、 ( 4) 監査法

人によ る 監査の実施から 構成さ れています。  

 

( 1)  法に基づく も の 

公社法に基づく 主な認可、 承認等については、 本説明書の「 第 1 法人の概況 3 事業の内容 ( 5) 日本

政府及び府と の関係について ① 公社法に基づく 主な認可、 承認等」 をご参照く ださ い。  

地方自治法に基づく 府によ る 監査等については、 本説明書の「 第 1 法人の概況 3 事業の内容 ( 5) 日

本政府及び府と の関係について ② 府によ る出資法人に対する 指導、 監督等」 をご参照く ださ い。  

 

( 2)  府によ る指導、 監督等 

府によ る 指導、 監督等については、 本説明書の「 第 1 法人の概況 3 事業の内容 ( 5) 日本政府及び府

と の関係について ② 府によ る 出資法人に対する 指導、 監督等」 をご参照く ださ い。  

 

( 3)  内部管理 

① 理事会 

理事会は、 理事長及び理事をも って構成さ れ、毎年度の予定貸借対照表、予定損益計算書及び決算、事業

計画、 資金計画、 財務諸表及び業務報告書等が議決事項と なっています。  

 

② 監事によ る 内部管理 

監事は、 当公社の業務、 財務諸表等を監査し 、 監査の結果に基づき 、 必要がある と 認めると き は、 理事長

又は国土交通省近畿地方整備局長若し く は大阪府知事に意見を提出する こ と ができ ます。 また、 理事会

その他重要な会議に出席し て意見を述べる こ と ができ ます。  

 

  ③ コ ンプラ イ アンスの推進強化 

「 綱紀保持基本指針」 を策定し 、当公社職員が遵守すべき 事項を定め、職員の職務に係る 倫理保持を図っ

ています。  

また、「 個人情報保護規程」 の策定やセキュ リ ティ 対策と し て「 情報セキュ リ ティ に関する 基準」 を定め、

情報システム内の顧客情報に対し てアク セス権を設定する 等の対策を実施し ています。  

更に、 平成 23 年 6 月に社内における コ ンプラ イ アンスや財務の信頼性の確保など、 内部統制の強化を一

層推進するために「 大阪府住宅供給公社内部統制に関する 基本方針」 を定め、 平成 24 年 10 月には、 法

令違反等の未然防止を図る ため、「 内部通報処理に関する 要綱」 を制定し まし た。  

  

( 4)  監査法人による 監査の実施 

当公社では、 経営の透明性を一層高める ため、 平成 23 年度決算よ り 監査法人によ る 監査を導入し ていま

す。  

なお、 当公社が作成する財務諸表については、 金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づく 公認会

計士又は監査法人によ る監査証明は求めら れていません。  
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第 5 経理の状況 

 

 

1 財務諸表の作成方法 

 

当公社の財務諸表は、 公社法第 29 条から 第 33 条、 公社法施行規則第 32 条及び第 33 条並びに地方住宅供給公

社会計基準に従い作成し ています。  

旧会計基準は昭和 50 年 4 月 1 日から 施行さ れたも のですが、 地方住宅供給公社の事業の公的性格を重視し 、

事業原価と 事業収益が均衡する よ う 会計処理を行う 等、 民間企業の会計処理と は大き く 異なるも のでし た。  

し かし ながら 、 地方住宅供給公社等の公的機関に対し ても 経営の透明性や事業の効率性が求めら れるよ う にな

った今日、 地方住宅供給公社の会計基準についても こ のよ う な時代の要請に応える べく 改正が行われまし た。

新会計基準は、 平成 12 年 4 月に社団法人全国住宅供給公社等連合会に設置さ れた公認会計士等から なる 「 地

方住宅供給公社会計基準検討委員会」 において約 2 年間にわたり 検討さ れ、 国土交通省への報告を経て制定さ

れたも ので、 平成 14 年 4 月 1 日から 施行さ れています。  

 

 

2 財務諸表の承認等について 

 

公社法第 31 条及び第 32 条によ り 、 毎事業年度の決算完結後、 2 ヶ 月以内に財務諸表を大阪府知事に提出する

こ と と さ れています。 なお、 大阪府知事への提出にあたっては、 国土交通省令で定める 事項を記載し た当該事

業年度の業務報告書を添付し 、 財務諸表と 業務報告書に関する 監事の意見をつける こ と と さ れています。  

  

当公社は、 平成 23 年度よ り 、 経営の透明性向上を目的と し て自主的に監査法人によ る 会計監査を受ける こ と と

し ています。令和 6 年度( 自 令和 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 年 3 月 31 日) 財務諸表( 貸借対照表、損益計算書、

剰余金計算書、 キャッ シュ・ フロ ー計算書、 重要な会計方針、 その他の注記、 附属明細表及び財務目録) は、 EY

新日本有限責任監査法人によ り 監査証明を受けています。  

なお、 当公社が作成する財務諸表については、 金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づく 公認会計士

又は監査法人によ る 監査証明は求めら れていません。  
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3 財務諸表等について 

次ページ以降に、 令和 4 年度、 令和 5 年度、 令和 6 年度の順で掲載し ています。  

 

 ( 1) 令和 4 年度 

   ① 監査報告書 

  ② 独立監査人の監査報告書 

    ③ 決算報告書 

ア 総括財務諸表( 貸借対照表、 損益計算書、 剰余金計算書、 キャッ シュ・ フロ ー計算書)  

イ  一般会計財務諸表( 貸借対照表、 損益計算書、 剰余金計算書、 キャ ッ シュ ・ フロ ー計算書、 財産目録)  

ウ  府営住宅指定管理会計( 特別会計) 財務諸表( 貸借対照表、 損益計算書、 剰余金計算書、 キャ ッ シュ ・ フ

ロ ー計算書、 財産目録)  

エ 注記事項( 重要な会計方針、 補足情報)  

 

 ( 2) 令和 5 年度 

   ① 監査報告書 

  ② 独立監査人の監査報告書 

    ③ 決算報告書 

ア 総括財務諸表( 貸借対照表、 損益計算書、 剰余金計算書、 キャッ シュ・ フロ ー計算書)  

イ  一般会計財務諸表( 貸借対照表、 損益計算書、 剰余金計算書、 キャ ッ シュ ・ フロ ー計算書、 財産目録)  

ウ 注記事項( 重要な会計方針、 補足情報)  

 

 ( 3) 令和 6 年度 

   ① 監査報告書 

  ② 独立監査人の監査報告書 

    ③ 決算報告書 

ア 総括財務諸表( 貸借対照表、 損益計算書、 剰余金計算書、 キャッ シュ・ フロ ー計算書)  

イ  一般会計財務諸表( 貸借対照表、 損益計算書、 剰余金計算書、 キャ ッ シュ ・ フロ ー計算書、 財産目録)  

ウ 注記事項( 重要な会計方針、 補足情報)  
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